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第７３１回むつ市教育委員会 会議録 

１ 開会及び閉

会に関する

事項 

令和３年９月２７日（月） １３：００ ～ １３：４０ 

むつ市本庁舎 教育委員会 会議室 

２ 出席委員及

び欠席委員

の氏名 

【出席】 教 育 長  阿 部 謙 一 

委   員  田 中 志 昌 

委   員  納 谷 順 子 

 委   員  黒 木 和 之 

 委   員  長 岡 俊 成 

３ 説明のため

に出席した

者の職及び

氏名 

教育部長 角本  力       政策推進監 鷲岳 彰丸 

総務課長 工藤 大介       副理事学校教育課長 祐川 達也 

副理事図書館長 櫻井 忍     生涯学習課長 畑山 勝 

中央公民館長 木村 善弘     大畑公民館長 二本栁 茂      

脇野沢公民館長 山崎 拓也 

【事務局】 

総務課主幹 新田 剛  総務課主任 関 元徳 

４ 委員又は教

育長等の報

告 

なし 

５ 議題及び議

事に関する

事項 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 それでは、ただいまから第７３１回むつ市教育委員会を開会いたします。 

 会議録の署名についてですが、今回は納谷委員にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

本日は、議案が１件、報告が５件となっております。よろしくお願いします。

早速議事に入りたいと思います。 

 

●議案第１号 

「むつ市社会教育委員の委嘱について」（生涯学習課） 

 

 まずは、議案第１号 むつ市社会教育委員の委嘱について事務局から説明をお

願いします。 

 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

（なし。） 

 

 それでは特に発言がないようですので、議案第１号は原案のとおり可決するこ

ととしてよろしいでしょうか。 

 

（なし。） 

 

それでは、ご異議がありませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

●事務局からの報告事項 

１．「臨時代理した事項の報告について」（総務課） 

 

次に事務局からの報告事項となります。臨時代理した事項の報告について事務

局から説明をお願いします。 

 

（説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

（なし。） 

 

それでは、この件は以上といたします。 

 

２．「市指定天然記念物銀杏木の大イチョウのき損について」（生涯学習課） 

 

次に、地市指定天然記念物銀杏木の大イチョウのき損について事務局から説明

をお願いします。 

 

（説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

（なし。） 

 

それでは、この件は以上といたします。 
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教育長 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

 

黒木委員 

 

 

総務課長 

 

３．「令和３年度全国学力・学習状況調査結果報告について」 （学校教育課） 

 

次に、令和３年度全国学力・学習状況調査結果報告について事務局から説明を

お願いします。 

 

（説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

（なし。） 

 

それでは、この件は以上といたします。 

 

４．「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について」（総務課） 

 

次に、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について事務局から説明

をお願いします。 

 

（説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

抗原簡易キットを使用する際は教職員の立ち会いが必要なのでしょうか。 

 

抗原簡易キットを用いて検体を採取するのは検査対象本人であり、検査対象が

児童又は生徒であった場合は、検査結果を確認する者が教職員となるため、立ち

会いが必要となります。 

 

学校において県費負担教職員以外にどのような職員がいるのでしょうか。 

 

例えば、調理員、学校用務員、スクールサポーター、小中一貫教育非常勤講師

等が市で人件費を負担している職員という形になります。 

 

「教員」以外の「職員」は市が人件費を負担しているという認識でよろしいで

しょうか。 

 

事務員は県が費用負担をしております。 
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教育長 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

補足ですが、「教職員」という定義で論じた場合、「教員」は授業が可能な者と

なります。よって、「校長」は授業が出来ないので職員という位置付けになりま

す。 

 

スポーツ少年団の中には小学生、中学生が合同で取り組んでいる団体もあるよ

うに見受けられますが、間違いは無いでしょうか。 

感染症予防の観点から、区別、線引きを行う必要があると思います。 

 

委員の認識のとおり、スポーツ少年団には小学校及び中学校の生徒が合同で取

り組んでいる団体もございます。 

また、中学校の部活動については教育委員会として、指示等が可能であります

が、スポーツ少年団となれば、あくまでお願いベースとなりますことから、各団

体の協力をお願いしているところでございます。 

 

世代間交流が生まれることはスポーツをする上で非常に良いことと思います。

しかし、コロナ禍という状況の中で、知らないうちに様々な人と触れあう機会が

生まれてしまっていることもまた事実であるため、対応に留意が必要かと思いま

す。 

 

その他、委員の皆さまから何かございませんか。 

 

（なし） 

 

それでは、この件は以上といたします。 

 

５．「青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）の発表に伴う対

応について」（総務課） 

 

次に、青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）の発表に伴う

対応について事務局から説明をお願いします。 

 

（説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

（なし。） 

 

それでは、この件は以上といたします。 
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教育長 

 

長岡委員 

 

 

総務課長 

 

 

 

長岡委員 

 

 

納谷委員 

 

総務課長 

 

納谷委員 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

長岡委員 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

長岡委員 

 

 

 

 

その他皆さまから何かございませんでしょうか。 

 

昨日、二枚橋小学校の閉校式が行われたことと思います。閉校後における当該

校の利活用についてはどのように考えているかお聞かせください。 

 

地域においてヒアリングを実施している中で、地区住民が活用する集会所とし

て活用出来ないかという声をいただいております。地域の声をよく聴き、対応が

可能な部分については積極的に取り組みたいと思います。 

 

地域の方の声をよく聴き、しっかりと合意形成を取った上で進めていただきた

いと思います。 

 

施設については市として維持管理をするという認識で良いでしょうか。 

 

そのとおりです。 

 

川内地区においても多くの廃校があり、地域住民も今後についての不安感があ

ります。今後においてどのような取組を考えていますでしょうか。 

 

廃校の解体にも当然費用がかかることとなり、予算措置が必要となりますが、

現状、市の財政状況から、解体工事のみでは予算が付かない状態であるというこ

とが、現況の一因であると考えております。 

また、角違小学校のように、ＮＰＯ法人が活用したいと申請してきた場合など、

民間による施設の活用というケースもあります。 

 

先般、東京の自治体において配付されたタブレット端末を用いてチャット機能

を活用し、いじめを行っていたという事例が確認されております。むつ市におい

て配付している端末にチャット機能はあるのでしょうか。 

また、どのようなセキュリティを講じているのかお伺いします。 

 

現在むつ市においては、授業中においてのみタブレット端末を使用しているた

め、持ち帰ってチャット機能を用いるということは想定をしておりません。 

しかしながら、課題としては認識しておるため、状況を注視し、対応していき

たいと考えております。 

 

報道によりますと、教員の目を盗んで学校でチャット機能を利用してとのこと

でありますので、そのような事が起こりえない対策を取っていただきたいと考え

ております。指導する教員に対して、対応について研修を行うなど対応を行って

いく必要があると考えております。 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

政策推進監 

総務課主任 

 

教育長 

その他、委員の皆さまから何かございませんか。 

 

（なし） 

 

それでは、最後に事務局からお願いします。 

 

（事務連絡） 

 

 

それでは、以上で本会議は終了させていただきます。 

６ 議決事項 議案第１号 ・・・むつ市社会教育委員の委嘱について 

 原案のとおり決定 

７ その他会議

において必

要と認めた

事項  

 

８ 会議録署名 上記の決議内容について明確にするため、むつ市教育委員会会議規則第２４条

の規定により署名する。 

 

令和３年１０月２８日 

 

教育委員会教育長       阿  部  謙  一      

 

 

会議録署名委員        納  谷  順  子      

 

会議録作成者 

総務課長         工  藤  大  介      

 

 


